SSL証明書管理契約書

SSL証明書管理契約書（以下「本契約」という。）は、SSL証明書の取得、更新、設定管理その他これに付随する業務について、委託者（以下「甲」という。）と受託者（以下「乙」という。）との間で締結される。

第1条（目的）
本契約は、甲が運営するWebサイト、Webサービスその他関連システムにおいて利用するSSL証明書の取得、更新、管理及び運用支援業務を乙に委託し、乙がこれを受託することに関し必要な事項を定めることを目的とする。 

第2条（委託業務）
1．乙は、甲の依頼に基づき、次の業務を行う。
（1）SSL証明書の新規取得手続
（2）SSL証明書の更新手続
（3）SSL証明書の失効手続
（4）SSL証明書の設置及び設定支援
（5）証明書期限の管理及び通知
（6）証明書発行機関との連絡対応
（7）その他甲乙が合意した関連業務
2．具体的な業務内容は、個別申込書、発注書又は別途書面により定めるものとする。

第3条（契約期間）
1．本契約の有効期間は、契約締結日から1年間とする。
2．期間満了日の30日前までに甲乙いずれからも書面による解約の申し出がない場合、本契約は同一条件で1年間更新されるものとし、以後も同様とする。

第4条（報酬及び費用）
1．甲は乙に対し、別途定める報酬を支払う。
2．SSL証明書の発行費用、認証費用その他第三者に支払う費用は、別途定めがない限り甲の負担とする。
3．支払条件は個別契約又は請求書記載の条件による。

第5条（甲の協力義務）
1．甲は、乙による業務遂行に必要な情報及び資料を適時提供する。
2．甲は、ドメイン管理事業者、サーバー管理事業者その他関係者との調整について必要な協力を行う。
3．甲の協力遅延により発生した損害又は不利益について、乙は責任を負わない。

第6条（認証情報の管理）
1．乙は、業務遂行上知り得たサーバー情報、管理画面情報、認証コード、秘密鍵その他の認証情報を善良な管理者の注意義務をもって管理する。
2．乙は、業務遂行に必要な範囲を超えて認証情報を利用してはならない。
3．乙は、業務終了後又は甲から要請を受けた場合、認証情報を返還又は削除するものとする。

第7条（SSL証明書の更新管理）
1．乙は、管理対象SSL証明書の有効期限を管理し、更新時期が到来する前に甲へ通知する。
2．甲が更新費用の支払又は必要情報の提供を行わない場合、更新不能による損害について乙は責任を負わない。
3．甲の指示がない限り、乙は証明書更新の可否を独自に判断しないものとする。

第8条（再委託）
1．乙は、業務の全部又は一部を第三者へ再委託することができる。
2．乙は、再委託先に対して本契約と同等の義務を課すものとする。

第9条（秘密保持）
1．甲及び乙は、本契約に関連して知り得た相手方の技術上、営業上その他一切の非公知情報を第三者へ開示又は漏えいしてはならない。 
2．次の各号に該当する情報は秘密情報に含まれない。
（1）取得時に公知であった情報
（2）取得後に自己の責によらず公知となった情報
（3）正当な権限を有する第三者から適法に取得した情報
（4）独自に開発又は取得した情報
3．本条の義務は本契約終了後も3年間存続する。

第10条（知的財産権）
本契約の履行に関連して乙が作成した設定資料、作業報告書その他成果物の著作権は、別段の定めがない限り乙に帰属する。ただし、甲は自社利用の範囲で利用できるものとする。

第11条（障害対応）
1．SSL証明書に関する設定不備又は更新漏れが発生した場合、乙は合理的な範囲で復旧対応を行う。
2．次の事由による障害について乙は責任を負わない。
（1）認証局の障害
（2）サーバー事業者の障害
（3）ドメイン失効
（4）甲による設定変更
（5）不可抗力

第12条（責任の制限）
1．乙は、本契約に基づく業務について善良な管理者の注意義務をもって遂行する。
2．乙の故意又は重大な過失による場合を除き、乙は間接損害、特別損害、逸失利益について責任を負わない。
3．乙が負う損害賠償責任の総額は、直近1年間に甲が乙へ支払った管理報酬総額を上限とする。

第13条（契約解除）
1．甲又は乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当した場合、催告なく本契約を解除できる。
（1）本契約に重大な違反をした場合
（2）支払停止又は支払不能となった場合
（3）破産、民事再生、会社更生その他これらに類する手続開始の申立てがあった場合
（4）反社会的勢力との関係が判明した場合
2．解除によって生じた損害について、解除権を行使した当事者は責任を負わない。

第14条（反社会的勢力の排除）
甲及び乙は、自ら及び関係者が反社会的勢力に該当しないことを保証する。

第15条（契約終了時の措置）
契約終了時、乙は甲の指示に従い、管理対象情報、設定資料その他関連データを返還又は削除する。

第16条（協議事項）
本契約に定めのない事項又は解釈に疑義が生じた場合は、甲乙誠意をもって協議し解決するものとする。

第17条（合意管轄）
本契約に関して紛争が生じた場合は、甲の本店所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 










契約締結日：＿＿年＿＿月＿＿日

甲（委託者）

会社名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

所在地：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

代表者名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

乙（受託者）

会社名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

所在地：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

代表者名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

